
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
有
害
図
書
の
指
定

（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

一

�
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

二

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

七

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
発
生
の
た
め
の
同
意
の
認
定

（
水

産

課
）

八

�
土
地
収
用
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認
定

（
土
木
監
理
課
）

�
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）

（
道
路
保
全
課
）

九

�
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（

〃

）

一
〇

�
道
路
の
位
置
指
定
（
五
件
）

（
建

築

課
）

�
昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金

融
機
関
が
取
り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
改
正

（
審

査

課
）

一
一

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

（
県
民
参
画
課
）

一
二

�
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施

（
計
量
検
定
所
）

一
三

�
公
共
測
量
の
実
施
の
通
知

（
土
木
監
理
課
）

一
五

�
公
共
測
量
の
終
了
の
通
知

（

〃

）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

（
都
市
計
画
課
）

教
育
委
員
会
告
示

�
第
六
十
九
回
香
川
県
美
術
展
覧
会
の
会
場
、
会
期
そ
の
他
の
出
品
に
関
し
必
要
な
事
項

人
事
委
員
会
規
則

�
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則

一
八

●
香
川
県
告
示
第
四
十
六
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第１０号

平 成１６年

２月６日（金曜日）

告

示

指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
行
所
名

�
コ
ア
マ
ガ

ジ
ン

〃〃〃

�
サ
ン
出
版

〃

英
知
出
版
�

〃

雑
誌
コ
ー
ド

１７４８３
－
２

１１５３８
－
２

０８１７０
－
２

０２２５８
－
２

１８３８６
－
０２

０４１６７
－
０２

０７６７９
－
２

６１８１０
－
７６

図
書

名

Ｂ
Ｕ
Ｒ
Ｓ
Ｔ

vol．７４
２
月
号

実
話
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト

第
４
号

＠
Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ
２
月
号
増
刊

Ｕ
Ｒ
Ｕ
Ｒ
Ｕ

vol．２４
ホ
イ
ッ
プ
２
月
号
増
刊
う
る
る
ッ
！

お
宝
ガ
ー
ル
ズ
ベ
ス
ト
セ
レ
ク
シ
ョ
ン１０

お
宝
ガ
ー
ル
ズ
２
月
号
増
刊

StreetSUGAR
SpecialMAGAZINEVOL.２８

M
gazing

B
ang！

２
月
号
増
刊

Street
SU
G
AR

VO
L.２７６
２
月
号

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ

Ｎ
o．２３８
２
月
号

Ｃ
andybox

種
別

雑
誌〃〃〃〃〃〃〃

指
定

年
月
日

平成十六年一月三十日

指
定

番
号１２３４５６７８

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
四
十
七
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

ミ
リ
オ
ン
出

版
�

〃�
マ
ガ
ジ
ン

・
マ
ガ
ジ
ン

〃

ワ
イ
レ
ア
出

版
�

�
東
京
三
世

社�
ぶ
ん
か
社

�
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ

�
晋
遊
舎

�
第
二
書
房

鉄
人
社

�
マ
ッ
ク
ス

コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

１３３１９
－
２

１８１８５
－
２

１１８０４
－
０２

０３８４３
－
０２

０３２９９
－
２

０２１９０
－
２

０７９３３
－
２

１４００３
－
２

１３８６５
－
２

０７５８１
－
２

０１８０５
－
２

１１８６４
－
２

K
EITAI

B
AN
D
ITS

vol．３２
２
月
号

別
冊

Ｇ
Ｏ
Ｎ
！

＃
３３

２
月
号

C
eLeb

girls
Ｖ
ol．０１０

ウ
ォ
ー
Ｂ
組
２
月
号
増
刊

コ
ミ
ッ
ク
June

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．３５

２
月
号

Ｃ
reaｍ

Ｎ
o．１３９
２
月
号

メ
ル
フ
レ
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
VO
L.１

オ
レ
ン
ジ
通
信
２
月
号
増
刊

PEN
TH
O
U
SE
JAPAN

２
月
号

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E
N
o.２３７

２
月
号

ポ
プ
リ
ク
ラ
ブ

２
月
号

薔
薇
族

Ｎ
Ｏ
．３７３

２
月
号

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

２
月
号

Ｖ
Ａ
Ｍ
Ｐ
！

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．２

Ｗ
indow

s１００
％
２
月
号
増
刊

〃〃〃〃〃〃〃〃コ
ミ
ッ

ク
誌

雑
誌〃〃

９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０

非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
還
元
槽

（
既
設
）
還
元
槽
Ａ
－
１
－
１
２５
�

１
基

（
新
設
）
還
元
槽
Ａ
－
１
－
２
４１
�

１
基

２４
時
間
連
続
使
用

最
大

０

５００

５００２

０
．２

許
可
後

着
工
後

完
成
後通

常

０

４００

２５０

＜
１

＜
０
．１

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

香
川
郡
直
島
町
４０４９

番
地
の
１

三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社
直
島
製
錬
所

直
島
製
錬
所
長

武
藤
達
家

	
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

香
川
郡
直
島
町
４０４９

番
地
の
１

三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社
直
島
製
錬
所



特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

二



２２

３
，０００

１
，８００２４５

＜
１

＜
１

１
，５００

１
，２００

＜
１２６

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

鉛
及

び
（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

砒
素
及
び
（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

銅
含
有
量
（
�

／�
）

亜
鉛
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
還
元
槽

（
変
更
）
還
元
槽
Ａ
－
２
－
１
２５
�

１
基

（
変
更
）
還
元
槽
Ａ
－
２
－
２
２７
�

１
基

２４
時
間
連
続
使
用

変
更

後

最
大

０

５００

５００２

０
．２２

通
常

０

４００

２５０

＜
１

＜
０
．１

＜
１

許
可
後

着
工
後

完
成
後変

更
前

最
大

０
～
１

５００

５００２

０
．２４

通
常

０
～
１

４００

２５０

＜
１

＜
０
．１２

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

２

３
，０００

７００２４５

＜
１

１
，５００

３５０

＜
１２６

１００

１
，３００１３１３５０

５０

６００６６３０

鉛
及

び
（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

砒
素
及
び
（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

銅
含
有
量
（
�

／�
）

亜
鉛
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

�
（
新
設
）
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
２００
Ｎ
�
／
分

１
基

�
（
新
設
）
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
１００
Ｎ
�
／
分

１
基

２４
時
間
連
続
使
用

最
大

１

０
．５

汚
水
等
は
、
既
設
特
定
施
設
（
還
元
槽
Ｂ
）
に
入
る
。

許
可
後

着
工
後

完
成
後通

常

０
．５

０
．２５

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

�
×
１
基

�
×
１
基

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
に
つ
い

て
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

工期等

非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
湿
式
集
じ
ん
施
設

�
（
変
更
）
湿
式
集
じ
ん
器
１３０
Ｎ
�
／
分

１
基

�
（
変
更
）
湿
式
集
じ
ん
器
７５０
Ｎ
�
／
分

１
基

許
可
後

着
工
後

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

工期

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

三



２４
時
間
連
続
使
用

最
大

５

汚
水
等
は
、
既
設
特
定
施
設
（
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
）
の
量
に

含
ま
れ
、
新
設
特
定
施
設
（
還
元
槽
Ｄ
）
に
入
る
。

完
成
後通

常

４

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�

／日
）

（
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
と
し
て
）

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
に
つ
い

て
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

等

非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
還
元
槽

（
新
設
）
還
元
槽
Ｄ
６０
�

１
基

２４
時
間
連
続
使
用

最
大０
～
１

５００

５００２

０
．２２２２

許
可
後

着
工
後

完
成
後通

常０
～
１

４００

２５０

＜
１

＜
０
．１

＜
１

＜
１

＜
１

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

鉛
及

び
（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

砒
素
及
び
（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

２２５０

＜
１

＜
１３０

銅
含
有
量
（
�
／�
）

亜
鉛
含
有
量
（
�
／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量
（
�
／日
）

非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
還
元
槽

�
（
新
設
）
還
元
槽
Ｅ
１０
�

１
基

�
（
新
設
）
還
元
槽
Ｆ
０
．５
�

１
基


（
新
設
）
還
元
槽
Ｈ
０
．８
�

３
基

�
（
新
設
）
還
元
槽
Ｉ

８
�

１
基

�
（
新
設
）
還
元
槽
Ｊ

８
�

１
基

�
（
新
設
）
還
元
槽
Ｋ

３
�

１
基

�
、
�
、

：
２４
時
間
連
続
使
用

�
：
９
時
間
連
続
、
１
日
１４
時
間
使
用

�
、
�
：
８
時
間
連
続
、
１
日
１２
時
間
使
用

最
大２
～
３

５００

５００２

０
．２

０
．０２

０
．０２

許
可
後

着
工
後

完
成
後通

常２
～
３

２００５０

＜
１

＜
０
．１

０
．０１

０
．０１

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

�
×
１
基

�
×
１
基

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の

量（
�

／日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

四



０
．８

８
．６

８
．６

６
．１

０

５
．３

５
．３

３
．８


×
３
基

�
×
１
基

�
×
１
基

�
×
１
基

非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
還
元
槽

（
新
設
）
還
元
槽
Ｇ
０
．７
�

１
基

１６
時
間
連
続
使
用

最
大６
～
７

５００

５００

２１
，０００

０
．２

０
．５

許
可
後

着
工
後

完
成
後通

常６
～
７

２００５０

１０
，５００

＜
０
．１

０
．２５

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

（
新
設
）
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
１００
Ｎ
�
／
分

１
基

許
可
後

着
工
後

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

工期

非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
還
元
槽

（
新
設
）
還
元
槽
Ｇ
０
．７
�

１
基

１６
時
間
連
続
使
用

最
大６
～
７

５００

５００

２１
，０００

０
．２

０
．５

許
可
後

着
工
後

完
成
後通

常６
～
７

２００５０

１０
，５００

＜
０
．１

０
．２５

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
電
解
施
設

（
変
更
）
銅
電
解
槽
１０
�
８８
基

種
類

能
力

２４
時
間
連
続
使
用

最
大

１

汚
水
等
は
、
既
設
特
定
施
設
（
還
元
槽
Ｂ
）
に
入
る
。

完
成
後通

常

０
．５

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
に
つ
い

て
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

等

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

五



非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
還
元
槽

（
既
設
）
還
元
槽
Ｂ
２０
�

２
基

８
時
間
連
続
使
用

最
大２
～
３

既
設

既
設

既
設

通
常２
～
３

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

工期等

５００

１００

５００

０
．２

０
．１１

０
．５

２００

４００５０

２００５０

２５０

＜
０
．１

０
．００６

０
．０２

０
．０１

１００

２００２０

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

鉛
及

び
（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

砒
素
及
び
（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

銅
含
有
量
（
�
／�
）

亜
鉛
含
有
量
（
�
／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

の
汚
染
状

態

２４
時
間
連
続
使
用

最
大

０

１５０２０５０２００

鉛
電
解
槽
を
銅
電
解
槽
に
変
更
し
て
使
用
す
る
。
な
お
、
ス

ラ
イ
ム
に
付
着
す
る
電
解
液
は
、
次
工
程
で
ろ
過
後
、
電
解

液
と
し
て
再
利
用
す
る
。

許
可
後

着
工
後

完
成
後通

常

０

１００１４５１４０

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

鉛
及

び
（
�

／�
）

そ
の
化
合
物

銅
含
有
量
（
�
／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
に
つ
い

て
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

�
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
な
し

�
排
水
の
系
統
に
関
す
る
事
項

各
排
水
口
の
汚
染
状
態
及
び
量
に
変
更
は
な
い
。

（
備
考
）

今
回
の
許
可
申
請
は
、
貴
金
属
製
錬
施
設
に
お
い
て
銅
電
解
ス
ラ
イ
ム
の
処
理
方
法
を
変
更

す
る
こ
と
に
伴
い
、
特
定
施
設
の
設
置
、
使
用
方
法
の
変
更
及
び
既
設
特
定
施
設
の
廃
止
を
行

う
も
の
で
あ
る
。
各
排
水
口
の
汚
染
状
態
及
び
量
に
変
更
は
な
い
た
め
、
当
該
工
場
か
ら
排
出

さ
れ
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
。

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１６
年
２
月
６
日
か
ら

平
成
１６
年
２
月
２７
日
ま
で

	
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

直
島
町
企
画
環
境
課

（
参
考
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

六



●
香
川
県
告
示
第
四
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
五
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
五
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

指

定

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
六
、
一
、
一

松
山
医
院

松
山

清
志

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
〇
三
四
番
地

一

平
成
一
五
、
一
二
、
一

さ
く
ら
歯
科
医

院

山
岡

林
造

仲
多
度
郡
多
度
津
町
北
鴨
二
丁
目

一
〇
番
一
号
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
多
度

津
Ｓ
Ｃ

Ａ
―
一

廃

止

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
一
二
、
三
一

松
山
医
院

松
山

宏

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
〇
三
四
―
一

平
成
一
六
、
一
、
一

医
療
法
人
社
団
み
ど

り
会
加
藤
病
院

仲
多
度
郡
多
度
津
町

寿
町
七
番
三
号

医
療
法
人
社
団
み
ど

り
会

仲
多
度
郡
多
度
津
町

寿
町
七
番
三
号

短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
療
養
型
医
療
施
設

平
成
一
五
、
一
二
、
二
〇

介
護
シ
ョ
ッ
プ
ほ
ほ

え
み

善
通
寺
市
中
村
町
二

〇
八
二
番
地
四

株
式
会
社
小
片
建
設

善
通
寺
市
中
村
町
一

九
三
七
番
地
二

福
祉
用
具
貸
与

平
成
一
四
、
四
、
一

さ
ぬ
き
市
民
病
院

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石

田
東
甲
三
八
七
番
地

一

さ
ぬ
き
市

さ
ぬ
き
市
志
度
五
三

八
五
番
地
八

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
五
、
一
二
、
一

指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
所
小
山
荘

坂
出
市
小
山
町
一
番

六
二
号

医
療
法
人
社
団
お
り

ゅ
う
会

坂
出
市
小
山
町
一
番

六
〇
号

居
宅
介
護
支
援

平
成
一
四
、
三
、
三
一

大
川
総
合
病
院

大
川
郡
寒
川
町
石
田

東
甲
三
八
七
番
地

大
川
総
合
病
院
組
合

大
川
郡
寒
川
町
石
田

東
甲
三
八
七
番
地

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

七



●
香
川
県
告
示
第
五
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
仁
尾
加
入
区
に
つ
い
て
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
と
認
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
五
十
三
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

起
業
者
の
名
称

飯
山
町

二

事
業
の
種
類

三
谷
地
区
農
業
集
落
排
水
事
業
に
よ
る
汚
水
処
理
施
設
建
設
工
事
及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
河
内
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
に
飯
山
町
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
三
谷
地
区
農
業
集
落
排
水
事
業
に
よ

る
汚
水
処
理
施
設
建
設
工
事
及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す

る
事
業
認
定
の
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
う
ち
、
三
谷
地
区
農
業
集
落
排
水
事
業
に
よ
る
汚
水
処
理
施
設
建
設
工
事
は
、
土
地

収
用
法
第
三
条
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
。
ま
た
、
附
帯
事
業
は
、
町
道
か
ら
汚
水

処
理
施
設
に
接
続
す
る
た
め
の
進
入
道
路
を
設
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
土
地
収
用
法
第
三
条
第
三
十

五
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
。

こ
の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
農
林
水
産
省
の
農
業
集
落
排
水
資
源
循
環
統
合
補
助
事
業
の
採
択
を
受
け
て
お
り
、

ま
た
、
起
業
者
で
あ
る
飯
山
町
は
、
既
に
用
地
取
得
に
必
要
な
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
の
で
、
土

地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

�

近
年
、
農
村
地
域
で
は
、
生
活
様
式
の
高
度
化
、
農
業
生
産
様
式
の
変
貌
等
、
農
業
及
び
農
村

を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
よ
り
、
農
業
用
用
排
水
の
汚
濁
が
進
行
し
、
農
作
物
の
育
成
障
害
、

土
地
改
良
施
設
の
維
持
管
理
費
の
増
大
、
悪
臭
の
発
生
等
、
農
業
生
産
環
境
及
び
農
村
生
活
環
境

の
両
面
に
大
き
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

飯
山
町
で
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
、
平
成
三
年
度
に
農
業
集
落
排
水
事
業
飯

山
地
区
基
本
計
画
を
策
定
（
平
成
十
四
年
度
香
川
全
県
域
生
活
排
水
処
理
構
想
で
一
部
見
直
し
）

し
、
農
村
部
を
六
地
区
に
わ
け
て
農
業
集
落
排
水
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

本
件
事
業
は
、
こ
の
基
本
計
画
の
一
環
と
し
て
、
三
谷
地
区
に
お
い
て
、
処
理
対
象
人
口
を
二
、

一
四
〇
人
に
設
定
し
、
一
日
平
均
五
七
八
立
方
メ
ー
ト
ル
の
汚
水
を
浄
化
す
る
汚
水
処
理
施
設
を

建
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
件
事
業
の
施
工
に
よ
り
、
当
該
地
区
の
農
業
用
用
排
水
の
水
質
保
全
、
農
業
用
用
排
水
施
設

の
機
能
維
持
、
農
村
生
活
環
境
の
改
善
が
図
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
工
に
よ
り
得
ら
れ

る
利
益
は
相
当
程
度
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

�

一
方
、
本
件
事
業
の
施
工
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
と
し
て
は
、
周
辺
環
境
へ
の
影
響
が
考
え
ら

れ
る
が
、
悪
臭
の
発
生
等
の
二
次
公
害
防
止
に
配
慮
し
た
施
設
構
造
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

周
辺
環
境
へ
の
影
響
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
工
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。



本
件
事
業
の
起
業
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
的
、
技
術
的
、
経
済
的
見
地
か
ら
三
案
の

候
補
地
の
比
較
検
討
を
行
い
、
最
も
適
切
な
案
を
採
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
起
業
地
の
範
囲
は
、
事
業
の
実
施
に
必
要
最
小
限
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
。

�

�
か
ら

に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
た
め
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

八



４

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
農
業
及
び
農
村
の
健
全
な
発
展
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
農
業
用
用
排
水
の
水
質

を
保
全
し
、
農
村
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
土
地
を
収
用
又
は
使

用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充

足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
土
地
収
用
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を

充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業

の
認
定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

飯
山
町
上
下
水
道
課

●
香
川
県
告
示
第
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十

七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

国
分
寺
琴
南
線
（
三
十
九
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十

七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

三
木
牟
礼
線
（
三
十
八
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十

七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

三
都
港
平
木
線
（
二
百
五
十
号
）

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

仲
多
度
郡
琴
南
町
大
字
川
東
字
藤
川
三

五
四
番
一
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
琴
南
町
大
字
川
東
字
焼
尾
五

一
一
番
五
五
八
地
先
ま
で

前

七
・
〇

〜
五
〇
・
〇

三
二
〇

地
方
特
定
道

路
整
備
工
事

に
伴
う
現
道

拡
幅

後

二
五
・
四

〜

三
二
〇

五
〇
・
八

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
上
字
池
下
七
〇

四
番
一
地
先
か
ら

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
上
字
池
下
七
二

一
番
一
地
先
ま
で

前

九
・
〇

〜
一
二
・
二

三
九
〇

緊
急
地
方
道

路
整
備
工
事

（
歩
道
新
設
）

後

一
〇
・
七

〜
一
九
・
三

三
九
〇

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

九



三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十

七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

塩
江
屋
島
西
線
（
三
十
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
二
月
六
日

●
香
川
県
告
示
第
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十

七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

高
松
香
川
線
（
二
百
八
十
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
二
月
六
日

●
香
川
県
告
示
第
五
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

建
築
指
道

第
九
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日

三

指
定
道
路
の
位
置

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
下
字
梅
香
井
一
〇
三
三
、
一
〇
三
四
、
一
〇
三
五
、

一
〇
三
六
、
一
〇
三
九
及
び
同
地
先
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

一
一
一
・
四
三
メ
ー
ト
ル

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
平
木
九
八

四
番
一
九
地
先
か
ら

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
平
木
九
八

四
番
一
八
地
先
ま
で

前

七
・
四

〜
二
六
・
一

四
四

道
路
改
修
工

事
に
よ
る
交

差
点
改
良

後

八
・
〇

〜
三
五
・
八

四
四

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
上
字
小
田
一
六
四
六
番

三
七
地
先
か
ら

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
上
字
小
田
一
〇
三
六
番

三
地
先
ま
で

九
・
五

〜
三
五
・
〇

一
二
五

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

第
五
百
九
十

九
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
伽
羅
土
一
三
〇
二
番

三
地
先
か
ら

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
伽
羅
土
一
二
九
三
番

二
五
地
先
ま
で

一
〇
・
一

〜
二
〇
・
七

一
〇
六

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

第
四
百
六
十

四
号
で
変
更

し
た
区
域

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

一
〇



関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

建
築
指
道

第
十
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

三

指
定
道
路
の
位
置

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
字
下
実
相
寺
三
五
九
一
―
一
、
三
五
九
二
―
一
、
三

五
九
三
及
び
同
地
先
農
道

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

五
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
〜
五
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
六
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル

延
長

一
四
一
・
八
七
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

長
土
指
道

第
二
十
六
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日

三

指
定
道
路
の
位
置

東
か
が
わ
市
松
原
字
松
西
二
九
六
―
一
、
二
九
六
―
一
二
、
二
九
七
―
七
及
び

二
九
八
―
五

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
七
六
メ
ー
ト
ル

延
長

二
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

善
土
指
道

第
十
八
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

三

指
定
道
路
の
位
置

丸
亀
市
土
器
町
西
八
丁
目
一
二
一
―
一
、
一
三
三
、
一
三
四
、
一
三
六
、
一
三

七
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
〜
四
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

延
長

五
六
・
五
四
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に

供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

西
土
指
道

第
七
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

三

指
定
道
路
の
位
置

観
音
寺
市
植
田
町
字
東
下
一
六
四
五
―
一

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

八
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
西
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
十
四
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

六
年
二
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

一
一



三

収
納
代
理
金
融
機
関

２

収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
高

松
信
用
金
庫
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

収
納
代
理
金
融
機
関

２

収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
さ

ぬ
き
信
用
金
庫
の
項
を
削
る
。

●
香
川
県
公
告
第
六
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

本
店

高
松
市

栗
林
支
店

高
松
市

西
通
町
支
店

高
松
市

八
本
松
支
店

高
松
市

片
原
町
支
店

高
松
市

花
園
支
店

高
松
市

広
場
支
店

高
松
市

屋
島
支
店

高
松
市

木
太
支
店

高
松
市

元
山
支
店

高
松
市

伏
石
支
店

高
松
市

弦
打
支
店

高
松
市

潟
元
支
店

高
松
市

今
里
支
店

高
松
市

仏
生
山
支
店

高
松
市

一
宮
支
店

高
松
市

太
田
支
店

高
松
市

高
松
信
用
金
庫

宮
脇
支
店

高
松
市

空
港
口
支
店

香
川
町

三
本
松
支
店

東
か
が
わ
市

国
分
寺
支
店

国
分
寺
町

三
木
支
店

三
木
町

土
庄
支
店

土
庄
町

坂
出
支
店

坂
出
市

志
度
支
店

さ
ぬ
き
市

坂
出
東
支
店

坂
出
市

鴨
川
支
店

坂
出
市

宇
多
津
支
店

宇
多
津
町

城
西
支
店

丸
亀
市

丸
亀
支
店

丸
亀
市

丸
亀
中
央
支
店

丸
亀
市

善
通
寺
支
店

善
通
寺
市

琴
平
支
店

琴
平
町

多
度
津
支
店

多
度
津
町

金
蔵
寺
支
店

善
通
寺
市

城
東
支
店

丸
亀
市

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

一
二



な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
害
児
者
ゴ
ー
ゴ
ー
ス
ク
ラ
ム

香
川

司
恵

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
四
條
五
二
九
番
地
三

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
香
川
県
下
の
心
身
障
害
児
者
と
そ
の
家
族
や
関
係
機
関
に
対
し
、
地
域
社
会
に
根
ざ

し
た
支
援
・
啓
発
・
啓
蒙
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
福
祉
の
向
上
・
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
六
十
八
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期
検

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七

十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

定
期
検
査
の
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
分
銅
及
び
お
も
り

二

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
及
び
場
所

別
表
の
と
お
り

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

一
三



検 査 場 所

塩江町役場塩江支所

塩江町役場上西支所

塩江町役場

香南町中央公民館

香川町浅野公民館

香川町大野公民館

香川町役場

直島町東部公民館

直島町西部公民館

牟礼町役場

庵治町大島青松園

庵治町役場

香川県農協神山支所

香川県農協井戸支所

三木町役場田中出張所

三木町池戸商工センター

三木町福祉センター

香川県計量検定所

検 査 日 時

１０：００～１４：００

１０：００～１１：３０

１３：００～１５：００

１０：００～１５：００

１０：００～１１：３０

１３：００～１５：００

１０：００～１５：００

１０：００～１１：３０

１３：００～１３：５０

１０：００～１５：００

１０：３０～１１：３０

１０：００～１５：００

１０：００～１１：３０

１３：００～１５：００

１０：００～１１：３０

１３：００～１５：００

１０：００～１５：００

１０：００～１２：００

４月１２日（月）

４月１３日（火）

４月１４日（水）

４月１５日（木）

４月１９日（月）

４月２０日（火）

４月２１日（水）

４月２２日（木）

４月２３日（金）

４月２６日（月）

４月２７日（火）

４月２８日（水）

５月１０日（月）

検 査 区 域

塩 江 町

香 南 町

香 川 町

直 島 町

牟 礼 町

庵 治 町

三 木 町

香川郡・木田郡再検査

別 表
香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

一
四



●
香
川
県
公
告
第
六
十
九
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
坂
出
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
出
来
形
確
認
測
量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
六
年
二
月
十
三
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
日
ま
で

三

作
業
地
域

坂
出
市
駒
止
町
一
丁
目

●
香
川
県
公
告
第
七
十
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
飯
山
町
長
か
ら
次
の
公
共
測
量
を
平
成
十
五
年
六
月
二
十
八
日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
出
来
形
確
認
測
量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
五
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
八
日
ま
で

三

作
業
地
域

綾
歌
郡

飯
山
町
東
坂
元

●
香
川
県
公
告
第
七
十
一
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

綾
歌
郡
宇
多
津
町
字
平
山
二
七
〇
八
―
三
、
二
七
〇
八
―
二
〇
、
二
七
〇
八
―
二
一
及
び
坂
出
市
坂

出
町
字
北
谷
乙
三
一
四
―
五

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
朝
日
町
四
丁
目
一
一
番
五
九
号

三
木
鋼
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

三
木
秀
雄

●
香
川
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

香
川
県
美
術
展
覧
会
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
、
第
六
十
九
回
香
川
県
美
術
展
覧
会
の
会
場
、
会
期
そ
の
他
の
出
品
に
関
し
必
要
な
事
項
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香

川

県

教

育

委

員

会

一

会
場

香
川
県
文
化
会
館
（
高
松
市
番
町
一
丁
目
一
○
番
三
九
号
）

二

会
期

前
期
（
第
二
部

洋
画
、
第
三
部

彫
刻
、
第
四
部

工
芸
）

平
成
十
六
年
五
月
二
十
九
日
（
土

曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
十
三
日
（
日
曜
日
）
ま
で
（
月
曜
日
休
館
）

後
期
（
第
一
部

日
本
画
、
第
五
部

書
、
第
六
部

写
真
）

平
成
十
六
年
六
月
十
九
日
（
土
曜

日
）
か
ら
同
年
七
月
四
日
（
日
曜
日
）
ま
で
（
月
曜
日
休
館
）

三

観
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
入
館
は
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
）
。
た
だ
し
、
金
曜
日
は
午
前
九

時
か
ら
午
後
七
時
三
十
分
ま
で
（
入
館
は
午
後
七
時
ま
で
）

四

出
品
す
る
こ
と
が
で
き
る
作
品

出
品
す
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
は
、
そ
の
出
品
し
よ
う
と
す
る
者
が
制
作
し
た
も
の
で
、
公
募
そ
の

他
の
展
覧
会
に
出
品
又
は
陳
列
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
高
等
学
校
以
下
の
生
徒
等

の
作
品
は
、
出
品
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

五

作
品
の
点
数

全
部
門
を
通
じ
、
一
人
一
点
と
す
る
。

六

作
品
の
大
き
さ
及
び
重
量

第
一
部

二
○
号
以
上
一
○
○
号
以
内
。
た
だ
し
、
横
幅
一
三
○
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
（
屏

風
の
場
合
は
、
第
五
部
に
準
ず
る
。
）

第
二
部

二
○
号
以
上
一
○
○
号
以
内
。
た
だ
し
、
横
幅
一
三
○
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
（
版

画
の
場
合
は
、
二
〇
号
未
満
も
可
と
す
る
。
）

教
育
委
員
会
告
示

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

一
五



第
三
部

高
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
内
、
最
長
部
の
長
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
内
、
占
有
面
積
二
・
二
五
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
及
び
重
量
二
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
内

第
四
部

立
体

一
辺
六
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
立
方
体
以
内

壁
面

縦
横
と
も
に
、
一
・
八
二
メ
ー
ト
ル
以
内

棚
・
衝
立

幅
一
・
五
二
メ
ー
ト
ル
以
内
及
び
重
量
五
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
内

立
体
作
品
の
場
合
は
、
出
品
申
込
書
の
裏
面
に
作
品
の
前
後
が
分
か
る
よ
う
な
レ
イ
ア
ウ

ト
、
写
真
等
を
は
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
部

仕
上
り
寸
法
縦
二
・
一
メ
ー
ト
ル
以
内
及
び
横
一
・
八
二
メ
ー
ト
ル
以
内
。
た
だ
し
、
面

じ
ょ
う

積
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
及
び
重
量
一
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
内
（
巻
子
本
・
帖
の
場
合

は
、
縦
四
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
。
横
は
自
由
と
す
る
。
）

第
六
部

モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
又
は
カ
ラ
ー
（
プ
リ
ン
ト
に
限
る
。
）

単
写
真

半
切
（
実
画
面
の
長
辺
四
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
全
倍
ま
で
。
た
だ
し
、

仕
上
り
寸
法
長
辺
一
・
一
メ
ー
ト
ル
以
内
及
び
短
辺
○
・
八
メ
ー
ト
ル
以
内
。

木
製
パ
ネ
ル
張
り
又
は
マ
ッ
ト
パ
ネ
ル
張
り
に
す
る
こ
と
。
（
額
装
不
可
）

組
写
真

仕
上
り
寸
法
長
辺
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
内
及
び
短
辺
○
・
九
メ
ー
ト
ル
以
内
。

木
製
パ
ネ
ル
張
り
又
は
マ
ッ
ト
パ
ネ
ル
張
り
に
す
る
こ
と
。
（
額
装
不
可
）

組
写
真
の
場
合
は
、
出
品
申
込
書
の
裏
面
に
レ
イ
ア
ウ
ト
を
記
入
す
る
こ
と
。

七

作
品
の
搬
入

場
所

香
川
県
文
化
会
館

期
間

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
日
曜
日
）
ま
で

時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

作
品
を
出
品
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
作
品
を
搬
入
す
る
と
き
に
、
出
品
申
込
書
（
別
記
様
式
）
及
び

返
信
用
封
筒
（
八
○
円
切
手
を
は
り
、
あ
て
先
を
明
記
し
た
縦
二
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
二

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
定
形
内
封
筒
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

出
品
申
込
書
交
付
場
所

香
川
県
文
化
会
館
、
香
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
行
政
課
及
び
各
教
育
事
務
所

高
松
市
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
部
文
化
振
興
課
、
丸
亀
市
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
課
、
坂
出

市
教
育
委
員
会
事
務
局
社
会
教
育
課
、
善
通
寺
市
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
振
興
室
、
観
音
寺
市

教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
課
、
さ
ぬ
き
市
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
課
及
び
東
か
が
わ

市
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
課

高
松
市
美
術
館
、
坂
出
市
民
美
術
館
、
丸
亀
市
猪
熊
弦
一
郎
現
代
美
術
館
及
び
善
通
寺
市
美
術
館

八

鑑
査
及
び
審
査
結
果
発
表
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
五
月
二
十
六
日
（
水
曜
日
）
午
前
十
時

香
川
県
文
化
会
館

九

作
品
の
返
還

場
所

香
川
県
文
化
会
館

期
間

陳
列
し
な
い
作
品

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
三
日
（
木
曜

日
）
ま
で

前
期
に
陳
列
す
る
作
品

平
成
十
六
年
六
月
十
四
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
日
曜

日
）
ま
で

後
期
に
陳
列
す
る
作
品

平
成
十
六
年
七
月
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
一
日
（
日
曜

日
）
ま
で

時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

返
還
期
間
経
過
後
は
、
作
品
管
理
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

十

そ
の
他

詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
文
化
会
館
（
電
話
○
八
七
―
八
三
一
―
一
八
○
六
）
に
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

一
六



別記様式

第６９回 香 川 県 美 術 展 覧 会 出 品 申 込 書

かい

（注）※印以外は出品者において楷書で記入すること。

第 部 第 番

歳

男 ・ 女

てん

漢字 篆刻 仮名
その他

近代詩（調和体） 前衛（ ）

単・組（ ）枚、モノクロ・カラー

県展出品歴の有無（有・無） 県展入選歴の有無（有・無）

年 齢

性 別

〒 ―

連絡先 ＴＥＬ（ ） ―

※
受付番号

書

写真

ふりがな

作家名

（雅号）

号

�

奥行

�

よこ

�

たて

�

重量

材質

ふ り が な

氏 名

住 所

ふ り が な

作 品 名

規 格 等

略 歴

制 作 意 図

（書の場合は

必ず釈文を記

入のこと。）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

一
七



一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
六
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長

武

田

安

紀

彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例

第
六
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
八
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
職
員
の
任
期
を
定
め
た
採
用
及
び
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
任
期
を
定
め
た
採
用
の
公
正
の
確
保
）

第
二
条

任
命
権
者
は
、
条
例
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
選
考
に
よ
り
任
期
を

定
め
て
採
用
す
る
場
合
に
は
、
性
別
そ
の
他
選
考
さ
れ
る
者
の
属
性
を
基
準
と
す
る
こ
と
な
く
、
及
び

情
実
人
事
を
求
め
る
圧
力
又
は
働
き
か
け
そ
の
他
の
不
当
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
選
考
さ
れ
る

者
に
つ
い
て
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
業
務
に
必
要
と
さ
れ
る
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
の

有
無
を
そ
の
者
の
資
格
、
経
歴
、
実
務
の
経
験
等
に
基
づ
き
経
歴
評
定
そ
の
他
客
観
的
な
判
定
方
法
に

よ
り
公
正
に
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
任
期
付
職
員
の
号
給
の
決
定
）

第
三
条

特
定
任
期
付
職
員
（
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
同
項
の
給
料
表
の
号
給
は
、
そ
の
者
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
識
見
の
度
並
び
に
そ
の
者
が
従
事

す
る
業
務
の
困
難
及
び
重
要
の
度
に
応
じ
て
決
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
決
定
の
基
準
と
な
る
べ
き
標

準
的
な
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
業
務
に
従
事
す
る
場
合

一
号
給

二

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
困
難
な
業
務
に
従
事
す

る
場
合

二
号
給

三

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務
に
従

事
す
る
場
合

三
号
給

四

特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務

に
従
事
す
る
場
合

四
号
給

五

特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務

で
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合

五
号
給

六

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等
を
活
用

し
て
特
に
困
難
な
業
務
で
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合

六
号
給

七

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等
を
活
用

し
て
特
に
困
難
な
業
務
で
特
に
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合

七
号
給

（
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
）

第
四
条

条
例
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
に
顕
著
な
業
績
を
挙
げ
た
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
同
条

第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
任
期
付
職
員
の
給
料
月
額
が
決
定
さ
れ
た
際
に
期
待
さ
れ
た

業
績
に
照
ら
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条

特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
は
、
十
二
月
一
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
在
職
す
る

特
定
任
期
付
職
員
の
う
ち
、
特
定
任
期
付
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
日
か
ら
当
該
基
準
日
ま
で
の
間
（

特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
支
給
を
受
け
た
直
近
の

当
該
手
当
に
係
る
基
準
日
の
翌
日
か
ら
直
近
の
基
準
日
ま
で
の
間
）
に
そ
の
者
の
特
定
任
期
付
職
員
と

し
て
の
業
務
に
関
し
特
に
顕
著
な
業
績
を
挙
げ
た
と
認
め
ら
れ
る
特
定
任
期
付
職
員
に
対
し
、
当
該
基

準
日
の
属
す
る
月
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
香
川
県
人
事
委
員
会

規
則
第
二
十
号
）
第
十
五
条
に
規
定
す
る
期
末
手
当
の
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
任
期
付
職
員
の
級
別
資
格
基
準
表
の
適
用
方
法
等
）

第
六
条

条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
条
例
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
企
業
職
員
を
除
く
。
以
下
「
一
般
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が

有
す
る
専
門
的
な
知
識
経
験
、
従
事
す
る
業
務
等
に
照
ら
し
て
、
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の

基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
。
以
下
「
初
任
給
規
則
」
と
い

う
。
）
別
表
第
八
か
ら
別
表
第
十
四
ま
で
及
び
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に

関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下
「
学
校
職
員
初
任
給
規
則
」

と
い
う
。
）
別
表
第
二
の
級
別
資
格
基
準
表
（
以
下
「
級
別
資
格
基
準
表
」
と
い
う
。
）
の
試
験
欄
の

「
正
規
の
試
験
」
又
は
職
種
欄
の
区
分
の
う
ち
、
当
該
正
規
の
試
験
又
は
職
種
に
対
応
す
る
区
分
を
適

人
事
委
員
会
規
則

香

川

県

報

平
成
十
六
年
二
月
六
日

（
第
九
一
〇
四
号
）

一
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用
す
る
。

２

一
般
任
期
付
職
員
に
対
し
て
、
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
学
校
職
員
初
任
給
規
則
第

九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
級
別
資
格
基
準
表
に
定
め
る
必
要
経
験
年
数
に
百
分
の
八
十
以
上
百
分
の
百
未
満

の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
年
数
を
も
っ
て
、
級
別
資
格
基
準
表
の
必
要
経
験
年
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
任
期
付
職
員
の
給
料
月
額
の
決
定
等
）

第
七
条

新
た
に
一
般
任
期
付
職
員
と
な
っ
た
者
の
給
料
月
額
及
び
こ
れ
に
係
る
次
期
昇
給
予
定
の
時
期

は
、
採
用
の
日
の
前
日
か
ら
、
級
別
資
格
基
準
表
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
の
経
験
年
数

に
相
当
す
る
期
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
日
に
採
用
さ
れ
、
引
き
続
き
在
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該

さ
か
の
ぼ
っ
た
日
に
お
い
て
、
初
任
給
規
則
別
表
第
十
八
か
ら
別
表
第
二
十
四
ま
で
又
は
学
校
職
員
初

任
給
規
則
別
表
第
六
の
初
任
給
基
準
表
（
以
下
「
初
任
給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
を
適
用
し
て
得
ら
れ

る
初
任
給
（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
級
別
資

格
基
準
表
の
区
分
と
同
一
の
初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
又
は
職
種
欄
の
区
分
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
初

任
給
）
を
基
礎
と
し
、
か
つ
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
昇
格
、
昇
給
等
の
規
定
を
適

用
し
た
場
合
に
当
該
採
用
の
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
及
び
こ
れ
に
係
る
次
期
昇
給
予
定
の

時
期
の
範
囲
内
で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
初
任
給
規
則
等
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
条

前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
一
般
任
期
付
職
員
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
規
則
第
九
条
第
一
号

中
「
第
十
七
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
し
、
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
七
条
」
と
、
初
任
給
規
則

第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関

す
る
規
則
第
七
条
」
と
、
学
校
職
員
初
任
給
規
則
第
八
条
第
一
号
中
「
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
、

同
条
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
香
川
県
人
事

委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
七
条
」
と
、
学
校
職
員
初
任
給
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十

六
条
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
第
七
条
」
と
し
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
雑
則
）

第
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
任
期
を
定
め
た
採
用
及
び
任
期
を
定
め
て
採
用
さ

れ
た
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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